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グローバル COE プログラム
「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」

FACT BOOK 2009 刊行にあたって

研究を進めてきました。その成果は、2009 年度まで
に、叢書の著者シリーズ 3 冊、研究成果シリーズ 2 冊、
GEMC journal 2008、2009 などとして公表するこ
とができました。また、人材育成の面では、国際連携
機関である世界の諸大学との間でダブル・ディグリー
をめざす共同博士課程としてのクロスナショナル・ドク
トラル・コースを実施することとしました。実際に、シェ
フィールド大学、リヨン大学、清華大学から、2009
年 10 月に 9 名の大学院博士後期学生が入学してきま
した。（研究プロジェクトの詳細、および人材育成プログ
ラムの詳細は、それぞれ 9、27頁をご参照ください）。
　また、これまでの東北大学法学研究科「ジェンダー
法・政策研究センター（Gender Law and Policy 
Center：通称 GELAPOC）」は、2009 年 1 月より「ジェ
ンダー平等と多文化共生センター（Gender Equality 
and Multicultural Conviviality Center: 略称ＧＥＭ
Ｃ＜ジェムシー＞）と改称して拡張し、東京大学連携
オフィスのほか海外連携オフィスを設立して、資料セ
ンター兼若手研究者の研究拠点として機能してきまし
た。広報ツールも、6 ヶ国語のホームページ（http://
www.law.tohoku.ac.jp/gcoe）を拡充するほか、本
誌（FACT BOOK）を活用して、本拠点の概要や活
動内容をご紹介しています。
　多くの研究者の皆様や内外の研究教育機関、行政
機関、市民団体などと連携して、大きな成果をあげた
いと念じておりますので、力強いご支援とご協力をお願
いする次第でございます。

2010 年３月

　東北大学グローバル COE「グローバル時代の男女
共同参画と多文化共生」(平成21年度・社会科学分野)
の「FACT BOOK 2009」を刊行する運びとなりました。
この GCOE プログラムは、東北大学 21 世紀 COE プ
ログラム「男女共同参画社会の法と政策」の成果を発
展させて、社会科学を総合する視点から「グローバル
時代の男女共同参画（ジェンダー平等）と多文化共生」
に関する世界的な研究教育拠点をつくることをめざす
ものです。この拠点は、東京大学社会科学研究所や国
内外の諸機関との連携に基づく研究体制および人材育
成機構を確立することにより、国際舞台で活躍できる
若手研究者・法曹実務家・政策担当者など高度な専
門家を養成するとともに、研究教育の成果を政策に還
元することを目的としています。
　ここでは、近年のグローバリゼーションが生み出し
た新しい社会問題を分析し、多文化共生という視野の
もとにジェンダー平等やその他の社会的平等を実現し、
異なる社会集団間の紛争を解決するための社会的条件
を探求します。グローバル化時代の男女共同参画問題
へのアプローチを、よりダイナミックで多次元的なもの
に発展させ、性差にとどまらない人種・文化・年齢・
障害の有無など、多元主義的な要素を共存させる多元
主義的共生社会の実現という課題を展望する、チャレ
ンジングな試みであるともいえます。
　このようなチャレンジングな研究教育プログラムを実
現するために、2008 年度から、研究面では 15 の研
究プロジェクトを形成して多数の研究協力者とともに
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Ⅰ
概要・組織

Mission Statement

このプログラムのミッションは、

ジェンダー平等と多文化共生に関する総合的な社会科学の観点から、

世界規模の研究教育拠点を構築することです。

より具体的には、

1

近年のグローバリゼーションが生み出した
新しい社会問題を分析します

2

ジェンダー及びその他の社会的平等を実現し、
   異なる社会集団間の紛争を解決するための社会的条件を探求します

3

上記の諸分野で研究する博士課程学生と
ポスドクをはじめとする若手研究者を支援します

3



　このGCOEプログラムは、グローバル化が進行する
世界で生じている諸問題を、男女共同参画と多文化共
生の二つの観点から解明し、それらの知見を融合しな
がら解決策を提示することを目的としています。さらに、
こうした問題への深い理解と有効な対応策を提示しう
る若手研究者を育成することを最終的な目標としてい
ます。
 
　グローバル化の進展に伴い、一方で地球規模の相
互依存と共通の生活様式・価値体系が生み出されなが
ら、他方で社会的亀裂と緊張の深刻化・偏狭な排他
主義が登場しています。ここでいう偏狭な排他主義と
は、ジェンダー平等へのバックラッシュ、経済的格差
の進展、民族紛争、移民への暴力、人身取引、福祉
に関する世代間対立、ドメスティック・バイオレンスな
ど様々です。いかにして、このような現象を理解し、解
決策を発見できるでしょうか？　その鍵は、多文化共
生にあります。つまり、偏狭な排他主義に対抗するには、
普遍主義の理念が不可欠ですが、それは画一的なもの
であってはならず、多様性を含む普遍主義でなければ
なりません。ここに多文化共生の重要性があるのです。
 
　以上の観点から、本GCOEでは、ジェンダー平等
と多文化共生に関する総合的な社会科学の観点から、
世界規模の研究教育拠点を構築することを目指します。

より具体的には、
◆近年のグローバリゼーションが生み出した新しい社
会問題を分析します。
◆ジェンダー及びその他の社会的平等を実現し、異な
る社会集団間の紛争を解決するための社会的条件を探
求します。
◆上記の諸分野で研究する博士課程学生とポスドクを
はじめとする若手研究者を支援します。

　また、本 GCOEは、東北大学 21 世紀 COEプロ
グラム「男女共同参画社会の法と政策」（２００３～
２００８年）を継承・発展するものでもあり、この21
世紀COEの成果である国内外のジェンダー法政策へ
の研究・政策提言・社会の諸分野における指導的人
材の育成の諸実績は、本GCOEが多文化共生の諸問
題を分析する際の基礎となっています。
 
　本 GCOEの研究活動は、ジェンダー平等、多文化
共生、少子高齢化の３分野を相互に融合させつつ15
のプロジェクトを立ち上げ、これに東北大学と連携拠
点大学等の研究者が多数参加し、それぞれ研究会・
国際的ワークショップを通じた議論を繰り返し、最終
成果をブックフォームの形でまとめます。
 

　また、以上の研究活動と並行しつつ、本GCOE の
教育活動では、国際社会で指導的人材となる若手研
究者を育成するため、東北大学と諸外国の大学との双
方で博士号を同時に取得する、いわゆるダブル・ディ
グリーのコースとして、「クロスナショナル・ドクトラル・
コース（CNDC）」を設置します。さらに、研究・教育
の任務に携わる博士号取得者を念頭においたグローバ
ルCOEフェローの任用を通じて、フェローに対する「若
手研究者育成プログラム」を推進していきます。
 
　以上のような研究教育拠点を形成する一方で、本
GCOEは、国内外の研究教育機関との連携を強化し、
グローバルなネットワーキングを進めます。国内では、
東北大学大学院法学研究科等と東京大学社会科学研
究所との間で、研究者や大学院生の交流を含む密接な
連携関係を構築します。また、諸外国では、中国清華
大学、韓国国民大学校、カナダ・オタワ大学、フランス・
リヨン大学、英国・シェフィールド大学をはじめとする
研究教育機関との連携を進めます。連携によって、研
究プロジェクトにおける共同研究・国際会議の実施や、
クロスナショナル・ドクトラル・コースでのダブル・ディ
グリーを行う協定の締結、学生の派遣・受け入れを行
います。

概 

要
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　事業推進担当者

辻　村　みよ子

大　西　　　仁

水　野　紀　子

稲　葉　　　馨

植　木　俊　哉

芹　澤　英　明

坪　野　吉　孝

平　田　　　武

牧　原　　　出

河　崎　祐　子

久保野　恵美子

桑　村　裕美子

滝　澤　紗矢子

嵩　　　さやか

戸　澤　英　典

中　林　暁　生

森　田　　　果

米　村　滋　人

教授　拠点リーダー

教授　拠点サブリーダー

教授　拠点サブリーダー

教授

教授

教授

教授

教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

東北大学理事
大学院法学研究科併任教授

吉　田　　　浩 教授

田　中　重　人 准教授

生　田　久美子 教授

東北大学大学院法学研究科 東北大学大学院文学研究科

東北大学大学院教育学研究科

東北大学大学院経済学研究科

グローバルCOE拠点組織図
グローバル時代の男女共同参画と多文化共生
連携機関：東京大学社会科学研究所   拠点リーダー:辻村みよ子

GCOE運営委員会
事業推進担当者

GCOE事務局

外部評価委員会

GCOE執行委員会

広報委員会

研究企画委員会

ジェンダー平等と
多文化共生研究センター

法政実務教育
研究センター

研究プロジェクト（15）

国内 海外

クロスナショナル・
ドクトラル･コース
運営委員会

清華大学（中国）

シェフィールド大学（イギリス）

リヨン第２大学（フランス）

オタワ大学（カナダ）

中国社会科学院（中国）

ENS-LSH（フランス）

海外連携機関

法学研究科

文学研究科

教育学研究科

経済学研究科

国際高等研究教育機構

男女共同参画委員会

杜の都ハードリング事業

学内協力機関

大　沢　真　理

佐　藤　博　樹

水　町　勇一郎 

不　破　麻紀子

教授　連携拠点リーダー

教授

准教授

助教

東京大学社会科学研究所
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　ジェンダー平等と多文化共生を融合させつつ、

総計 15 の研究プロジェクトを展開します。

　各プロジェクトは、研究会・国際ワークショッ

プを随時開催し、先端的研究を進めるとともに国

内外の若手研究者の育成を図り、最終成果物を叢

書等で公刊します。

研　究

被害者と加害者が
共生する社会
−「刑事法とジェンダー」研究から
のさらなる発展−

水野
紀子

東北大学大学院
法学研究科・教授

グローバル時代の
「公共性」再考

−地域間格差を手がかりに−

稲葉
馨

東北大学大学院
法学研究科・教授

多文化共生社会に
おける
ジェンダー平等
−ジェンダー研究と
多文化共生研究の交錯に関する
学際的研究序説−

辻村
みよ子

東北大学大学院
法学研究科・教授

グローバリ
ゼーションと
ナショナリズム

大西
仁

東北大学大学院
法学研究科・教授

「法の経済分析
（Law and  Economics）」
の手法に基づく、
多文化交流、
男女共同参画の
政策効果の分析

吉田
浩

東北大学大学院
経済学研究科・教授

人間の安全保障と
人身取引問題
−男女共同参画と多文化共生の
試金石−

大沢
真理

東京大学
社会科学研究所・教授

多文化共生と
ジェンダーをめぐる
国際法規範の国内的
履行と国際紛争の
平和的解決メカニズム
の実証的研究

植木
俊哉

東北大学理事
（大学院法学研究科・

併任教授）

少子高齢化を
めぐる
国家と私的領域

水野
紀子

東北大学大学院
法学研究科・教授

アジアの
ジェンダー平等
政策と課題

辻村
みよ子

東北大学大学院
法学研究科・教授

多文化共生政策の
国際比較

戸澤
英典

東北大学大学院
法学研究科・准教授

少子高齢化社会の
家族変動：
ミクロデータ分析
によるアプローチ

田中
重人

東北大学大学院
文学研究科・准教授

近代日本・
戦後日本の
対外態度
−日米関係を中心に−

牧原
出

東北大学大学院
法学研究科・教授

生活保障システム
の比較ジェンダー
分析
−グローバル知識経済と社会的
排除の諸相−

大沢
真理

東京大学
社会科学研究所・教授

企業の人材活用に
おけるワーク・ライフ・
バランス（WLB）支援と
男女雇用機会均等施策
の効果に関する
実証的研究

佐藤
博樹

東京大学
社会科学研究所・教授

男女共同参画・多文化
共生社会に求められる

「リーダーシップ」
教育の研究
−中・高等教育における男女別学
の国際比較分析に基づいて−

生田
久美子

東北大学大学院
教育学研究科・教授
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Key questionsKey questions

研究の目的と方法

1
2

Key questionsKey questions

1
2

研究の目的と方法

研究組織

　このプロジェクトでは、多文化共生社会のジェンダー平等の課題の宝庫であるカナ

ダ・アメリカ・北欧・フランス等の研究者との共同研究を踏まえて、成果を英語と日

本語で出版する計画のもとで活動してきました。2009 年度 5 月にはフィンランド大

学で開催された国際シンポジウムで基調講演を行い、北欧等の海外研究者と共同研究

を行いました。また同年 8 月には、カナダ・アメリカ等から多くの研究者を招いて大

沢 PT・田中 PT と共同で国際セミナー 2009 を開催し、200 人に及ぶ参加者を得て

大きな成果をあげました（39-40 頁参照）。この国際セミナーの成果を中心としたメ

ンバーの論文を東北大学出版会から英語と日本語版の 2 冊にまとめて 2010 年 3 月

に刊行し、当初の目的を達成することができました（39-40 頁参照）。さらに 2010

年 2 月にジェンダー法学会と共催で「司法におけるジェンダー」に関する研究会、国

際憲法学会日本支部と共催で韓国憲法裁判所の判例等に関する研究会、同年 3 月には

東京日仏会館、日仏女性学会等の後援を得て、国際女性デー記念のシンポジムを開催

するなど、活発な活動を続けています。2010 年度からはアジアに関するプロジェク

トなどと協力してさらに本 GCOE のテーマにかかわる総論的研究を続ける予定です。

　このグローバル COE プログラムは、21 世紀 COE「男女共同参画社会の法と政策」

の研究成果を深化・発展させて、グローバル化時代の「ジェンダー平等と多文化共生」

に関する新たな研究教育分野を確立することを目的の一つにしています。そこで本プ

ロジェクトでは、グローバリゼーションのもとで起こっているジェンダー平等にかか

わる社会問題を明らかにし、現代の多文化共生社会においてジェンダー平等を実現す

るための学際的な理論研究をめざします。

　そのため、まず総論的アプローチとして、グローバリゼーション、ジェンダー平等、

多文化共生の相互関係を明確にし、多文化共生社会のジェンダー問題の位相を明らか

にすることをめざします。ここでは、ジェンダー法学・社会学・経済学等のいわば

ジェンダー社会科学という新しい研究領域にかかわる第一線の研究者と協力して、こ

の GCOE プログラム全体の課題にも通じる理論的課題を抽出し、その解決にむけた

学際的研究を行います。

　ついで各論的アプローチとして、ジェンダー研究と多文化共生研究が交錯する領域

の具体例について研究し、問題解決のための諸条件を明らかにして、政策的課題にも

対応しうる理論の構築をめざします。例えば、ジェンダー平等と宗教・文化が交錯す

るイスラムのスカーフ問題のほか、移民政策、経済格差と女性の労働、シチズンシッ

プ、人身取引・性暴力の問題などを取り上げます。

　このプロジェクトでは、アジア諸国のジェンダー平等政策と課題について、内外の

研究者との共同研究を通じて、欧米先進国や日本の政策・理論との比較という視座も

含めた研究成果を得ることを目的としています。そのため、2009 年度 5 月にフィ

ンランド大学で開催された国際シンポジウム Gendering Asia Conference で基調講

演を行ってアジアの研究者とのネットワークを目指しました。また、同年 10 月の萩

セミナーの際に、中国社会科学院、韓国梨花女子大学・インディラ・ガンジー国立公

開大学等アジア諸国の中心的な研究者（韓国元大臣を含む）を招聘し、日本の研究者

も交えて、アジアのジェンダー平等政策についての比較研究を行いました（37 頁参

照）。また、同年 9 -10 月にも、ドイツヒルデスハイム大学で開催されたアジアにお

ける女性と政治（WPA2009）という大規模な国際シンポジウムに参加して、日本の

政治参画について報告し、アジア諸国の参加者と討論を行いました。2010 年度には、

イスラム諸国に焦点をあてた国際ワークショップや実地調査など開催し、これまでの

成果をまとめて、出版準備を行う予定です。

　グローバル化のもとで性差別や女性の人権侵害が拡散し、南北格差や社会格差の拡

大によって多くの女性が性的人権侵害の被害者となっています。これに対してアジア

諸国でもジェンダー平等政策を強化していますが欧米先進諸国に比べて必ずしも十分

でなく、その現状や課題に対する情報も不足しています。さらに、諸国の状況を各論

的に分析するだけでなく、アジア全体を見わたす視点から、性別のみならず人種・宗

教・文化などを加えた多文化共生の視座に立って、アジアの平等政策の現状と課題を

総合的に分析することが急務です。

　そこで本プロジェクトでは、欧米先進国や日本のジェンダー平等政策との比較とい

う視点をふまえて、アジアのジェンダー平等政策に含まれる普遍的な政策課題を抽出

し、経済・社会のグローバル化のもとでの女性労働者や性業女性等に対する性支配の

根源ともいえる文化的・宗教的・制度的要因等を明らかにします。同時に、アジア各国

のジェンダー平等の実情や取組みを検討し、その特殊性を解明することをめざします。

　そのため、ジェンダー法学や社会学的なアプローチを中心に、憲法・刑法・社会学・

国際政治学等の視点から、アジア諸国で問題になっている女性の人権侵害、DV、人

身取引、移民労働者問題、さらには韓国で導入された国会議員選挙のクオータ制の問

題点など、さまざまな政策課題を分析して、日本の男女共同参画政策に活かすことを

めざします。

比較研究の中でアジアのジェンダー平等政策の
普遍性と特殊性を明らかにすることは可能か？

アジア諸国のジェンダー平等政策の現状と課題は何か？

研究組織

大沢 真理
東京大学社会科学研究所（教授）

吉田 浩
東北大学大学院経済学研究科（教授）

廣渡 清吾
専修大学法学部（教授）

木本 喜美子
一橋大学社会学研究科（教授）

佐々木 弘通
東北大学大学院法学研究科（教授）

Isabelle GIRAUDOU
日仏会館（研究員）

Cornelia VECCHIO
慶應義塾大学（学振外国人特別研究員）

川人 貞史
東京大学大学院法学政治学研究科（教授）

岩本 美砂子
三重大学人文学部（教授）

糠塚 康江
関東学院大学法学部法律学科（教授）

早川 のぞみ
桃山学院大学法学部（講師）

Nathalie DES ROSIERS
オタワ大学法学研究科（教授）

Caroline ANDREW
オタワ大学

社会科学研究科（教授）

Alain-G. GAGNON
ケベック大学モントリオール校

法学・政治学部（教授）

Frances OLSEN
カリフォルニア大学ロサンゼルス校

法学部（教授）

Elizabeth POVINELLI
コロンビア大学

女性とジェンダー研究所（教授）

Jackie STEELE
東北大学大学院（学振外国人特別研究員）

大沢 真理
東京大学社会科学研究所（教授）

田中 重人
東北大学大学院文学研究科（准教授）

木本 喜美子
一橋大学大学院社会学研究科（教授）

橋本 ヒロ子
十文字学園女子大学社会情報学部（教授）

土佐 弘之
神戸大学大学院国際協力研究科（教授）

稲 正樹
国際基督教大学教養学部（教授）

鮎京 正訓
名古屋大学法学部法学研究科（教授）

蘇 恩瑩
韓国憲法裁判所（研究員）

澤江 史子
東北大学大学院国際文化研究科（准教授）

金 善旭
梨花女子大学校

法学部・法科大学院（教授）

全 敬玉
淑明女子大学校政治外交学科（教授）

朱 暁青
中国社会科学院法律研究所

ジェンダー法センター（所長）

Maria Rosario PIQUERO-
BALLESCAS

東洋大学国際地域学部国際地域学科
（教授）

Nilima SRIVASTAVA
インディラ・ガンジー国立公開大学

ジェンダーと開発学研究科（准教授）

アジアの
ジェンダー平等政策と課題

多文化共生社会における
ジェンダー平等
−ジェンダー研究と多文化共生研究の交錯に関する学際的研究序説−

辻村 みよ子辻村 みよ子
東北大学大学院法学研究科（教授）東北大学大学院法学研究科（教授）

グローバル時代の多文化共生社会における
ジェンダー問題とは何か？

ジェンダー平等、多文化共生、
およびグローバリゼーションの関係をいかに捉えるか？

研究活動研究活動
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研究組織

　2009 年 3 月にニューヨークにおける女子高等学校を対象とする訪問調査を実施

し、5 月の研究会において調査結果の第一次報告を行いました。10 月の萩セミナー

ではジェーン・ローランド・マーティン、スーザン・レアード両氏をアメリカより招

聘してワークショップを実施し、水原克敏氏、坂本辰朗氏の報告とともに、男女別学

問題を哲学的かつ歴史的観点から論じました。11 月には宮城県内の高等学校におけ

るアンケート調査を実施し、現在その分析をすすめています。

　2010 年度は、2009 年度の調査結果を踏まえて国際学会において発表を予定して

います。年度末には、プロジェクト全体の報告書を刊行する予定です。

　本プロジェクトの目的は、男女共同参画社会及び多文化共生社会において求められ

る「リーダーシップ」を育成する教育モデルを構築することです。そのためには、「リー

ダーシップとは何か」を問う必要があります。つまり、従来のリーダー像やリーダー

シップ概念を「ジェンダー」および「多文化」という二つの視点から捉え直すことが

必要なのです。

　この課題を達成するため、本プロジェクトでは、男女別学教育がもつ教育的意義に

焦点を当てます。この理由は、男女別学教育を分析対象に据えることで、現代の男女

共学教育の問題点・改善点を浮き彫りにすることができると考えるためです。例えば、

現代の男女共学教育には様々なジェンダー・バイアスが内在しているため、特に女性

の「リーダーシップ」育成には男女別学が有効であるという見方があります。本プロ

ジェクトでは男女別学に対する批判と支持の双方の指摘を吟味し、ジェンダーに中立

な—ジェンダー・センシティブな—「リーダーシップ」育成教育の可能性を追求して

いきたいと考えています。

　また、「リーダーシップ」教育分析の二つ目の軸は「国（民族および文化）」です。

その理由は、国（民族および文化）による「リーダーシップ」の捉え方の違いを比較・

分析することによって、よりグローバルな視点から当概念を再構築することができる

と考えるためです。

　そこで、本プロジェクトの調査は日本およびアメリカ等諸外国での調査を実施しま

す。調査対象とする学校は、(1)「社会的リーダーシップの育成」を教育目的として

掲げていること、(2) 進学率、偏差値等の水準が高いこと等を選定基準の一つとします。

各学校においてフィールド調査、インタビュー調査等を実施し、当該学校における教

育目的、カリキュラム、教育実践について、教育哲学・教育政策・カリキュラム論等

の視点から多角的な分析を試みます。

「リーダーシップ」概念およびその育成は
男女間や文化によってどのように違うのか？

男女共同参画および多文化共生をベースとする社会に
求められる「リーダーシップ」教育とはどのようなものか？

水原 克敏
東北大学大学院教育学研究科（教授）

末松 和子
東北大学大学院経済学研究科（准教授）

尾崎 博美
東京文化短期大学生活学科（助教）

八木 美保子
立教大学大学教育開発・支援センター

（学術調査員）

Jane Roland MARTIN
マサチューセッツ大学（名誉教授）

Susan LAIRD
オクラホマ大学教育学部（教授）

坂本 辰朗
創価大学教育学部（教授）

東北大学大学院教育学研究科（教授）

生田 久美子
−中・高等教育における男女別学の国際比較分析に基づいて−

男女共同参画・多文化共生社会に求められる
「リーダーシップ」教育の研究

研究組織

　2009 年度は、全体会合を定期的に開催しました。2 月には、タイから人身取引の

当事者グループ支援関係者を招聘し、ワークショップを開催しました。また、プロジェ

クトメンバーがイギリス、スウェーデン、オランダ、ドイツを訪問し、先進国の「需

要」対策を中心とした取組について聞き取り調査を行いました。

　2010 年度は、引き続き全体会合と調査研究を行う予定です。また、日本に人身取

引されて出身地に帰還した「帰国女性」へのインタビュー調査を詳細分析し発展的調

査を行います。そして、2009 年度の調査結果も踏まえ、具体的な防止策と支援策を

検討していく予定です。

　人身取引は、被害女性の人権を著しく侵害するだけでなく、グローバル組織犯罪の

有力な資金源となることによって、途上国・先進国を問わず人間の安全保障の脅威と

なっています。いわばジェンダー平等と多文化共生の試金石となる課題です。日本は

開発協力への貢献が期待される国でありながら、性的搾取を目的とする人身取引の有

数の受入国であり、この問題への解決に資する調査研究が切実に要請されています。

　このような状況を背景に本研究プロジェクトでは、（1）日本国内の法整備に対応し

て巧妙化・複雑化する搾取の手口や人身取引の形態の実態についての調査を深め、日

本国内の体制、国際協力の実態を検証すること、（2）日本に人身取引されて出身地

に帰還した「帰国女性」へのインタビュー調査の詳細分析と発展的調査を実施し、送

り出し地における有効で具体的な防止策と支援策のあり方を検討すること、（3）性

的サービスの売買に関する国内大規模意識調査の分析および質的調査により、日本国

内の「需要」問題の削減のために効果的な意識啓発のあり方を探り、また包括的に人

身取引被害者を保護・支援するための国内外を通じた幅広いセーフティーネットの構

築強化方法を明らかにすること、（4）「需要」削減や保護・支援活動に関する諸外国

の実態について情報を収集することを、目的としています。

　研究方法としては、タイ、カンボジア、フィリピンの政府機関、NGO と密接に協

力して調査研究を行います。また、エンパワーメント・アプローチを重視し、当事者

（「帰国女性」）を研究協力者に迎えます。さらには、カンボジア等でリーガルリテラシー

活動をおこなう NGO との連携やインドシナ地域での国際協力、リーガルリテラシー、

開発などに関心を持つ若手に短期インターンシップの提供も検討しており、各所に国

際交流の要素を持つ研究プロジェクトです。

受け入れ大国である日本国内の「需要」削減のために
効果的な取り組みは？

搾取の手口や人身取引の形態の実態は？

原 ひろ子
城西国際大学国際人文学部（客員教授）

坂東 眞理子
昭和女子大学（大学長）

橋本 ヒロ子
十文字学園女子大学社会情報学部（教授）

Glenda ROBERTS
早稲田大学

アジア太平洋研究センター（教授）

吉田 容子
立命館大学法科大学院（教授）

田中 由美子
国際協力機構（国際協力専門員）

日下部 京子
アジア工科大学院（AIT）（准教授）

大槻 奈巳
聖心女子大学文学部（准教授）

中野 洋恵
国立女性教育会館（研究国際室長）

青山 薫
京都大学GCOE（特定助教）

羽田野 慶子
福井大学教育地域科学部（准教授）

渡辺 美穂
国立女性教育会館（研究員）

高松 香奈
東京大学社会科学研究所（特任助教）

東京大学社会科学研究所（教授）

大沢 真理
−男女共同参画と多文化共生の試金石−

人間の安全保障と人身取引問題
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研究組織
　2009 年度は、7 月に開催された GCOE 月例研究会において本プロジェクト代表

者による報告及びそれに基づく討議を行い、10 月に開催された萩セミナーでは本プ

ロジェクト主催のミニ・シンポジウムを開催して、そこで発表された研究成果の一部

を GCOE ジャーナルに公表しました。また、12 月には「女性差別撤廃条約採択 30

周年と日本の課題――CEDAW 総括所見のフォローアップをめぐって」と題する研究

会を東京で開催し、国際人権規約や女子差別撤廃条約の国内的履行確保のあり方につ

いて各分野の専門家による掘り下げた討論を行いました。

　2010 年度には、定例の研究会等を通じて前述の (1) 〜 (5) の各分野における国際

法規範の国内的履行に関する実証的研究をさらに進化させる予定です。特に、(5) の

海洋法の分野に関しては、日本近隣のアジア諸国の専門家を招いて国際ミニ・ワーク

ショップを開催し、東アジアにおける海洋法の国内的履行に関する実証的な比較考察

を行うことを計画しています。

　本研究プロジェクトは、多文化共生とジェンダーをめぐる現代国際社会の法規範が

どのような形で国内法秩序の中に位置づけられ、その具体的な履行が図られているか

に関して、国際法秩序と国内法手続との接合と交錯に注意を払いながら、複眼的・総

合的な視点からこれを実証的に検討し、理論的な整理を行うことを目的としています。

同時に、多文化共生が必須となったグローバル化された現代の国際社会において、国

際法規範が国際紛争解決の新たな枠組みとしていかなる実際的機能を果たしているか

を明らかにし、グローバルな多文化共生時代における国際法の新たな役割に光を当て、

理論的な再検討と問題提起、そして一定の理論的提言を行うことを目指しています。

　そのための具体的な検討素材としては、（1）女子差別撤廃条約や国際人権規約等の

国際人権法の分野、（2）国際刑事裁判所（ICC）規程をはじめとする国際刑事法の分野、

（3）グローバルな経済活動や貿易等をめぐる国際経済法や経済法の分野、などが挙げ

られます。また、（4）地球規模での法的及び政策的対応が要請されている国際環境法

や環境法の分野、（5）資源開発や漁業問題、海洋環境の保全など広範な争点をもつ海

洋法の分野、なども重要な検討対象となります。

　検討に際しては、国内における裁判手続や行政手続等と国際平面における紛争解決

手続との相互関係を視野に収めながら、国内法秩序と国際法規範の連関と交錯の実相

を明らかにし、国際法研究者と国内法研究者の協同作業、そして国境を越えた研究者

間の討論と意見交換等を通じて、多文化共生時代に適合的な法規範と法制度の構築の

ための理論的基盤を探究したいと考えています。

グローバル化は国際法と国内法の関係に
いかなる変化をもたらしたか？

このグローバル化された現代国際社会における
国際法規範の新たな役割と新たな機能は何か？

山下 泰子
文京学院大学外国語学部（教授）

河崎 祐子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

滝澤 紗矢子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

坂本 一也
岐阜大学教育学部（准教授）

朴 基甲
高麗大学校法科大学（教授）

張 新軍
清華大学法学院（准教授）

田中 清久
愛知大学法学部（助教）

小野 昇平
東北大学大学院法学研究科（助教）

猪瀬 貴道
東北大学大学院法学研究科（助教）

東北大学理事
（大学院法学研究科〈併任教授〉）

植木 俊哉

多文化共生とジェンダーをめぐる国際
法規範の国内的履行と国際紛争の平和
的解決メカニズムの実証的研究

研究組織

　このプロジェクトでは、研究会を開催したり、調査を実施したりして、犯罪被害者

の権利と救済、加害者の更生・再犯防止等について議論を深めていきます。プロジェ

クトを進めるにあたっては、国内における調査・研究にとどまらず、海外の研究者と

の交流を通じて国際連携も図っていきます。

　2008 年度は大学内外の研究者、実務家を招聘して研究会を数多く開催致しました。

2009 年度は日本初の官民協働刑務所「美祢社会復帰促進センター」に関する調査を

中心に活動を実施しました。2010 年度にはこれらの研究成果をまとめ、叢書を出版

する予定です。

　犯罪というものについて考える場合、1 つには犯罪の予防という観点がありますが、ひ

とたび犯罪が起こってしまった後には、被害者の救済、加害者の更生・再犯防止等の観点

から対策を考える必要があります。しかし、この中の被害者問題については長い間ない

がしろにされ続けてきました。それが最近になってようやく問題視され、「被害者の権利」

にも目が向けられるようになり、日本は今まさに刑事司法の大転換期を迎えています。そ

もそも現代社会においては、加害者が死刑になるごく少数のケースを除いて、犯罪を起こ

しても加害者は必ず社会に帰ってきます（ことに先進国では、日本とアメリカを除いて死

刑自体が存在しません）。つまり私達は犯罪の被害者（とその家族）と加害者（とその家族）

が共に生きる社会を想定しなくてはならないのです（ここにおける「共生」には許容や互

助と言ったものは含まれず、同じ空間に必ず共に存在することのみを意味します）。

　また、21 世紀 COE の 6 クラスターのうち、「身体・セクシュアリティ」では、女性や

児童が被害者となる犯罪を中心にジェンダーの視点から刑事法を研究し、知見が得られて

います（COE 叢書第 5 巻等で成果も公表されており、メンバーも継続しています）。本プ

ロジェクトでは、さらに研究を深めると共に、COE で得られた知見を犯罪問題全体に敷衍・

応用していきます（例えば外国人による犯罪、外国人被害者問題も扱います）。

　本プロジェクトでは、被害者の権利が確立し、被害者が安心して暮らせ、かつ加害者が

更生し、再犯をしない社会を実現するための方法を、刑事司法の様々な段階に焦点をあて

ながら、国際比較の視点、社会調査、法制度の経済分析の手法等も取り入れながら研究を

進めます。刑事司法については、実務と研究の協働の必要性が叫ばれながら、共同研究の

場があまり多くない現状もあります。そのため本プロジェクトでは、刑事司法の各分野の

実務家をメンバーに加え、実務と研究の視点の融合をも目指します。

加害者への厳罰も加害者の更生も被害者の癒しにはならない。
それでは被害者には何が必要か？

21世紀の刑事政策における多文化共生とは？
—被害者の救済と権利、加害者の更生と再犯防止の観点から

小名木 明宏
北海道大学大学院法学研究科（教授）

上瀬 由美子
江戸川大学社会学部（教授）

小島 妙子
仙台弁護士会（弁護士）

後藤 弘子
千葉大学大学院専門法務研究科（教授）

小西 聖子
武蔵野大学人間関係学部（教授）

齋藤 実
東京弁護士会（弁護士）

水谷 英夫
仙台弁護士会（弁護士）

矢野 恵美
琉球大学法務研究科（准教授）

（前プロジェクト責任者）

吉田 浩
東北大学大学院経済学研究科（教授）

吉野 智
法務省矯正局総務課（専門官）

John DUSSICH
カリフォルニア州立大学

フレズノ校犯罪学科（教授）、
常磐大学国際被害者学研究所（所長）

東北大学大学院法学研究科（教授）

水野 紀子
−「刑事法とジェンダー」研究からのさらなる発展−

被害者と加害者が共生する社会

研究活動

研究活動

研究の目的と方法
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平田 武
東北大学大学院法学研究科（教授）

横田 正顕
東北大学大学院法学研究科（教授）

樺島 博志
東北大学大学院法学研究科（教授）

戸澤 英典
東北大学大学院法学研究科（准教授）

金 淑賢
東北大学大学院法学研究科（准教授）

韓 冬雪
清華大学政治学部（教授）

曹 海軍
清華大学政治学部（講師）

朱 安東
清華大学政治学部（講師）

何 建宇
清華大学政治学部（講師）

常 保国
中国政法大学政治・公共管理学院（教授）

李 元徳
国民大学校日本学研究所（所長）

南 基正
ソウル大学校日本研究所（副教授）

金 碩淵
国民大学校国際学部（講師）

Glenn D. HOOK
シェフィールド大学

東アジア研究所（教授）

Yveline LECLER
リヨン東アジア研究所－IAO（教授）

池上 雅子
ストックホルム大学政治学部（教授）

アジア太平洋研究所（CPAS）（前所長）

徐 禎敏
ハワイ大学マノア校政治学部（助教授）

孫 基榮
東北大学大学院法学研究科（客員准教授）

シェフィールド大学（名誉講師）

中村 文子
東北大学国際高等研究教育機構（助教）

紀 萌
東北大学大学院法学研究科

（GCOEフェロー）

Key questionsKey questions

1

研究活動

研究活動

研究組織

　2008 年 12 月に東北地方の実務家とも連携しながら本プロジェクトを立ち上げ、ヒ

アリング調査や研究会を重ねています。東北地方の多文化共生に関するネットワーク

も徐々にできつつあり、2010 年度以降の本格的な調査に向けて、調査内容・方法の

検討を行っています。

　国際比較の研究対象としては、特に、多文化共生社会への政策的な対応を急速に進

めている韓国を重点的に取り上げ、2009 年 2 月には韓国を訪問し、韓国政府や関係

者へのヒアリング調査を実施しました。今後も日韓において毎年交互に国際セミナー

を行い、経験の共有と政策論議を積み重ねていく予定です。また、2010 年以降、多

文化共生に異なったアプローチで取り組んでいる国々や、移民送り出し国であるフィ

リピン、ベトナム、中国等に順次メンバーを派遣し、海外の研究協力者とも連携しな

がら現地調査を進める予定です。

　研究成果は、オンライン・フォーラムにおいて随時公表するとともに、2012 年度

に研究をとりまとめ日本語版・英語版・韓国語版として出版する予定です。

　グローバル化の進展による人の国際移動の増大は、「国民」を社会の主たる構成員

とする従来の国家のあり方に世界各地で変容を迫っています。また、先進国の多くで

少子高齢化が進み、他方で人口爆発に喘ぐ国々が並存する状況下で、移民の受け入れ／

送り出しの圧力はますます強まり、同時に各国内でのマイノリティ排斥や排他的ナ

ショナリズムの高まりという現象が見られます。特に、人口減少時代を迎えた日本で

は、社会の存続のために、現状のキャパシティを超えるような速度で外国人を受け入

れることや、多文化共生社会の構築が重要な政策課題として議論されています。

　多文化共生をテーマに掲げる GCOE の一つのコアを為す本プロジェクトでは、上

記のような問題関心に基づき、多文化共生政策について興味深い事例である数カ国を

選んで国際比較を行い、その取り組みを検討します。その際に、各国が置かれた状況

の異同や、各国の国内における外国人受け入れの多様性にも留意しながら、日本の多

文化共生社会のあり方に有益な研究成果を得ることを目指します。具体的には、（1）

移民統合の法制度、（2）言語教育政策、（3）多文化共生社会の人材育成、を三本柱と

して、実務家とも連携しながら、研究を進めます。

　その際、重点的な調査対象となる東北地方については、農村部での後継者不足を背

景に増加している外国人配偶者と地域社会の関係が一つの焦点になるでしょう。この

外国人配偶者（女性）の増加についてジェンダー研究ともクロスさせながら、「東北

型多文化共生」のあり方を探っていきたいと考えています。

多文化共生社会の望ましいあり方とはどのようなものだろ
うか？そうした社会に向けての政策的な対応として、ど
のようなものが考えられるだろうか？

助川 泰彦
東北大学国際交流センター（教授）

山脇 啓造
明治大学国際日本学部（教授）

近藤 敦
名城大学法学部法学科（教授）

John F. MORRIS
宮城学院女子大学国際文化学科（教授）

市瀬 智紀
宮城教育大学教育学部（准教授）

井柳 美紀
宮城教育大学教育学部（准教授）

大村 昌枝
宮城県国際交流協会（企画事業課長）

宮 順子
岩手県国際交流協会（主査）

幕田 順子
福島県国際交流協会（主査）

小原 信一
仙台国際交流協会（企画事業課長）

田村 太郎
多文化共生センター大阪（代表理事）

梁 起豪
聖公会大学校日本語日本学科（教授）

李 惟眞
淑明女子大学校政治外交学科（教授）

李 善姫
東北大学国際高等研究教育機構（助教）

東北大学大学院法学研究科（准教授）

戸澤 英典

多文化共生政策の国際比較

　本研究プロジェクトでは、日本、中国、韓国、英国、フランス、スウェーデンの研究

者による国際共同研究を展開していきます。

　すなわち、調査・研究を各国で展開すると共に、随時日本の国内外で国際ワークショッ

プを開いて、それぞれの成果を基に共通理解を深めていく計画であり、その際、積極

的にポスドクの若手研究者や大学院博士課程の学生の参加も促すことによって、若手人

材の育成にも力を尽くしたいと考えています。

　その一環として、2009 年の萩セミナーでは、10 月15 日、18 日に、ハワイ大学の SEO 

Jungmin 助教授が企画を担当して、国際ワークショップ ”Political Process of Historical 

Memories in East Asia” を開催しました。この成果を基に、来年度には、英文の本を出版

する予定です。そのほか、2010 年 2 月に英国・シェフィールド大学で、2010 年夏に中国・

清華大学で国際ワークショップを開催する予定です。また、本研究プロジェクトの若手研究

者の研究成果として、2010 年春に日本語及び英語の本が出版される予定です。

　最終的成果は、2010 年度から 2011 年度にかけて、日本語・英語・中国語 3 カ国

語により出版する計画です。

　近年、グローバリゼーションが進行した結果、諸国民間の相互依存関係が強まると

共に、世界的に生活様式や価値意識の共通化が顕著になっています。ところがその一

方で、冷戦終結後の世界においては、各国内で排他的ナショナリズムが高まる傾向が

見られます。すなわち、多くの国で、移民・外国人労働者や他のエスニック・グルー

プの排斥を主張する政治勢力が影響力を伸ばし、暴力的な移民・外国人排斥運動、民

族紛争（ethnic conflict）、さらには、大量虐殺さえも発生しています。そして、少な

からぬ国で、自国の軍事力の行使・威嚇に依存する対外政策を展開することが多くなっ

たり、国民の間に隣国民をはじめとする他国民への敵意（hostility）が高まる傾向が

顕著になっています。

　本研究プロジェクトの主目的は、このような各国内における「排他的ナショナリズ

ム」（ethnocentric nationalism）がどのように、なぜ起こっているのか、又、それは

グローバリゼーションがもたらす社会変動とどのように関連しているかを探究するこ

とにあります。

　これらの問題を解明するために、本研究プロジェクトは、日本・中国・韓国・ヨーロッ

パの比較分析を進める計画です。そしてそこでは近年の政治・社会状況に目を向ける

だけでなく、排他的ナショナリズムが発生した背景を探るために、歴史的分析、思想

史学的分析も行いたいと考えています。

近年の排他的ナショナリズムの台頭は
グローバリゼーションとどのように関連しているのか？

なぜ、近年、各国内において排他的ナショナリズムが
高まっているのか？

東北大学大学院法学研究科（教授）

大西 仁

グローバリゼーションと
ナショナリズム

研究の目的と方法

農村の多い「東北型多文化共生」の現状あるいは将来像は
どのようなものか？2

研究組織
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研究の目的と方法

研究組織

研究組織

　2008 年 10 月に「グローバリゼーションとナショナリズム」のプロジェクトにあ

わせて、中国清華大学及び東北大学でミニ国際ワークショップを開催し、今後のプロ

ジェクトの進め方について討論しました。また、2008 年 11 月には、フランスの研

究者と日本の産業クラスター分析について意見交換を行いました。2009 年には、日

本の地域間格差について、研究会を多数開催し、かつ 2010 年 2 月には、フランス

の研究者・実務家と国際シンポジウムを開催しました。2010 年度にはさらにこれら

の研究を継続します。

　本プロジェクトは、グローバリゼーションが生み出す社会的多様性と排他的画一性

との緊張関係を受けとめる場として、主権国家をめぐる「公共性」に着目します。公

共の場での討議を通じた公権力の行使の正当化が、個々の政策領域においてどのよ

うに実現されうるか、あるいは実現されていないかという問題に、主として政策学

(policy studies) の方法を用いながら、接近していきます。より具体的には、法学・

政治学・経済学の観点から、多様な政策領域での事例研究を積み重ねつつ、「地域間

格差」をどうとらえるか、それは是正可能か、是正するならばいかなる政策理念と政

策手段によってか、といった諸課題について検討します。

　ここでは、次の3つのサブグループに分けて研究を進めます。第一には都市−農村

における地域間格差研究班で、里山保全、環境、農業といった問題などについて検討

していきます。第二には市場による地域間格差研究班で、産業クラスター分析などの

手法を取り入れていきます。第三には格差是正の制度検討班で、主として地方制度に

ついて接近していきます。研究メンバーは適宜これらに重複しつつ参加し、プロジェ

クトを進めていきます。また、おのおのについて中間的な成果が出次第、それらを多

文化共生と男女共同参画の視点から再解釈するフェーズを設けて検討に付します。ま

た、国際比較の観点を取り入れるため、中国・フランスでこの問題に取り組んでいる

研究者とミニ国際ワークショップを行うことを計画しています。

グローバル時代に、
地域的多様性を、どのようにすれば促進できるか？

グローバル時代に、
地域間格差の軽減は、どのようにすれば可能か？

飯島 淳子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

生田 長人
東北大学大学院法学研究科（教授）

大西 仁
東北大学大学院法学研究科（教授）

桑村 裕美子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

澁谷 雅弘
東北大学大学院法学研究科（教授）

戸澤 英典
東北大学大学院法学研究科（准教授）

牧原 出
東北大学大学院法学研究科（教授）

海野 洋
東北大学大学院法学研究科（元教授）

久武 昌人
東北大学大学院法学研究科（教授）

苦瀬 雅仁
東北大学大学院法学研究科（教授）

西泉 彰雄
東北大学大学院法学研究科（准教授）

仲野 武志
内閣法制局第一部（参事官補）

小玉 典彦
東北大学大学院法学研究科（准教授）

橋本 逸男
東北大学大学院法学研究科（教授）

諏訪園 貞明
東北大学大学院法学研究科（教授）

中原 茂樹
東北大学大学院法学研究科（教授）

東北大学大学院法学研究科（教授）

稲葉 馨
−地域間格差を手がかりに−

グローバル時代の「公共性」再考

　2008 年度は、打ち合わせを兼ねた研究会を開催し、今後の研究の前提となる

オーラル・ヒストリー・プロジェクトの方向性について、具体的な人選を進めました。

2009 年には、オーラル・ヒストリー・プロジェクトの方法について研究会をおこな

い、戦後の日本外交に重要な役割を果たしたある女性へのオーラル・ヒストリー・プ

ロジェクトを行いました。また、戦後日本の行政の国際化を果たした女性官僚の研究

に着手しました。2010 年には、上記の研究をさらに継続させます。

　本プロジェクトの目的は、多文化共生を日本の文脈に即して歴史的に検討すること

です。そもそも文化は歴史的生成物であり、多文化共生がうたわれる21世紀のグロー

バリゼーションに対しては、その歴史的基層を解明することが重要です。そのため、

本プロジェクトでは、3つのグループに分かれて作業を進めます。

　第1のグループは、政治史・外交史・思想史の方法を用いて、明治以降から戦後に

かけての日米関係に主たる焦点を当てて、二国間関係の基層となる文化交流に留意し

つつ、日米関係ひいては日本の対外政策の再考を図ります。テーマとしては、明治期

の条約改正、昭和初期の政党内閣と日米関係、占領改革における女性行政官の役割

（Ｅ・ハードレーと有賀美智子）、アメリカ・カナダ日本人移民の文化交流、対アメリ

カ外交と東南アジア要因、メディアにおける日米関係と多文化共生などについて、各

人が研究を深め、研究会を随時開催しつつ相互に研究を推進します。第2のグループ

は、オーラル・ヒストリーの手法を用いて、多文化共生・ジェンダーの交錯分野に位

置する公人に聞き取りを行い、第1グループの研究に資する記録作成を行います。さ

らに第3のグループは、多文化共生の理論を再検討しつつ、プロジェクト全体を多文

化共生の観点から検討するために、主として、アメリカ、イスラームの多文化共生の

現状を参照しつつ、日本の現状を批判的に検討します。

戦後日本の対外態度の特徴は何か？

近代日本の対外態度の特徴は何か？

原 彬久
東京国際大学大学院

国際関係学研究科（教授）

天川 晃
放送大学教養学部（教授）

御厨 貴
東京大学

先端科学技術研究センター（教授）

池内 恵
東京大学

先端科学技術研究センター（准教授）

宮城 大蔵
上智大学外国語学部（准教授）

伊藤 正次
首都大学東京都市教養学部（准教授）

村井 良太
駒澤大学法学部政治学科（准教授）

五百旗頭 薫
東京大学社会科学研究所（准教授）

渡辺 将人
ジョージ・ワシントン大学

ガストン・シグール・センター（客員研究員）

手塚 洋輔
東京大学

先端科学技術研究センター（特任助教）

東北大学大学院法学研究科（教授）

牧原 出
−日米関係を中心に−

近代日本・戦後日本の対外態度

研究活動
研究活動
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　2009 年の活動報告としては、（1）本事業資金によって行った「金融危機と大学進

学に関するアンケート調査」の第 1 次調査結果を「金融危機が大学進学に及ぼした影響」

として『大学財務研究』Vol.6（pp.91-109）にて公表し、（2）「日本版地域別男女指標」

を作成、その結果を宮城県シンポジューム等で公表するとともに、GEMC journal にて

公刊、（3）多文化共生の法と経済として論文「ソーシャル・レンディング」を GEMC 

journal にて公刊しました。

　2010 年の活動としては、（1）引き続き「金融危機と大学進学の調査」結果から金融

危機によって女性進学が男性進学に劣後する変化があったかを検証します。（2）2010

年版の日本版男女平等度指数の推計を行い、統計の継続公表します。また、多文化共生

の法と経済分野においては、国際的に異なる文化・社会構造を持つ国家間の交流が、経

済成長に資する役割を計量経済学の手法で実証します。

　本プロジェクトは、多文化共生、男女共同参画、高齢社会にかかわる法制度や社会シ

ステムの改変・整備が、社会・経済・国民の行動変化や厚生に及ぼす効果を可能な限り

実証的に検討することを目的としています。

　この目的を達成するために本プロジェクトがとる方法は、次の 5 つです。第 1 に、多

文化共生、男女共同参画、高齢社会データベース、アーカイブスを構築すること、第 2 に、

アンケート調査の結果を利用に供するかたちで社会に引用してもらうこと、第 3 に、ノ

ルウェー統計局の地域別男女平等指標の日本版を作成し、公表すること、第 4 に、上

記データを活用しつつ、社会問題を法・制度を通じて把握し、経済モデルで分析、仮説を

実証分析で検証し、法・制度の形で社会の改善へと還元すること（これが研究のコアとな

ります）、第 5 に、これらの過程や結果を逐次、ＤＰ等の形で公開し、最終的成果を叢書・

教育用教材として出版することです。

　このプロジェクト研究で期待されるのは、（1）社会制度に関するフロンティアなイ

シューについて、定量的な根拠に基づいて判断し、政策立案、議論のできる人材を育成

する、という教育効果と、（2）これまで、ともすれば「べき論」やジャーナリスティッ

クな議論が先行してきた分野において、何がどれだけ変わるのかという根拠に基づく公

共政策の議論の土台を提示し、東北大学によって Evidence Based Public Policy とい

う一分野を確立する、という研究効果です。

現在の人々の行動を変容させ社会厚生を改善するためには
我々は何をするべきか？

男女共同参画と多文化共生システムは
どの程度効果的であるのか？

河上 正二
東京大学大学院法学政治学研究科（教授）

森田 果
東北大学大学院法学研究科（准教授）

米村 滋人
東北大学大学院法学研究科（准教授）

田中 重人
東北大学大学院文学研究科（准教授）

水落 正明
三重大学人文学部(准教授) 

東北大学大学院経済学研究科（教授）

吉田  浩

「法の経済分析（Law and Economics）」
の手法に基づく、多文化交流、
男女共同参画の政策効果の分析

　2009 年度は、昨年度に引き続き、東北大学で合計 10 回の研究会を開催したほか、

7 月にシンポジウム「新時代の医療と法の役割—ボーダーレス・グローバル化社会に

おける医療・医学研究規制の基本思想」を開催しました。また 10 月の日本私法学会

ではプロジェクト代表者が責任者となって「家族法改正」シンポジウムを運営するな

ど、プロジェクトメンバーは GCOE の研究成果を活かしてそれぞれ専門領域での活

動を続けています。滝澤紗矢子「競争機会の確保をめぐる法構造」（有斐閣）が出版

されたのをはじめ、メンバーの研究活動の成果も多く活字となって公表されました。

2010 年度は、今年度と同様に研究会等の活動を継続しますが、クロスナショナルド

クトラルコースの学生たちの教育活動とも連携させることを計画中です。さらに、再

来年度以降に予定されている成果出版に向けて共同研究を展開させる予定です。

　少子高齢化時代においては、たとえば雇用における性差別の禁止、働く女性に対す

る子育て支援、年齢差別の禁止を通じての高齢者の雇用の促進、児童虐待に対する行

政の介入等の法政策を進めていくことが要請されます。そこで、本プロジェクトは、

少子高齢化をめぐるさまざまな領域における、国家の機能・介入・規制のあり方と私

的当事者の機能・役割・権利義務についての研究を行います。

　本研究プロジェクトは、社会法制グループと家族法制グループの 2 つのサブプロジェ

クトに分かれて研究を行っていきます。

　まず、本プロジェクトの基礎研究的な性格を有しているのが、社会法制グループの

行う研究です。まず、（1）少子高齢化問題に対する具体的な法政策のあり方を模索し、

さらに、（2）私的自治への国家の介入の可能性を模索してきた「社会法」分野を改め

て検討しなおします。これらの研究を通じて、「少子高齢化」時代における国家と私的

領域の関係を見据えた基礎理論的な視座が提供されます。

　少子高齢化時代の下で具体的に問題となりうる、家庭への国家の介入という具体的

局面に焦点を当てていくのが、家族法制グル ープの行う研究です。すなわち、「近代法」

が家庭に対して不介入を原則としてきたことを再確認し、そのような原則の自明性を

問い直しつつ、家庭への国家の介入が従来の家族法制に対していかなる変容をもたら

すのか、という点を研究する予定です。このような研究を通じて、「『家族』という特

殊な私的領域への国家の介入の可能性」についての理論的な視座が提供されます。

　研究方法としては、毎年度 10 回程度研究会を開催し、上記の社会法制グループと家

族法制グループにおける具体的研究課題について、グループ相互のインタラクティブな

議論を通じて連携を図りながら調査・研究を進めます。

少子高齢化が進展するなか、社会法制および家族法制に
おける国家の介入はどのように変容するのか？

これまで、社会法制および家族法制において、
国家は私的領域にどのように介入してきたのか？

芹澤 英明
東北大学大学院法学研究科（教授）

坂田 宏
東北大学大学院法学研究科（教授）

渡辺 達徳
東北大学大学院法学研究科（教授）

久保野 恵美子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

森田 果
東北大学大学院法学研究科（准教授）

米村 滋人
東北大学大学院法学研究科（准教授）

中林 暁生
東北大学大学院法学研究科（准教授）

嵩 さやか
東北大学大学院法学研究科（准教授）

滝澤 紗矢子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

桑村 裕美子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

中原 太郎
東北大学大学院法学研究科（准教授）

竹下 啓介
東北大学大学院法学研究科（准教授）

河上 正二
東京大学大学院法学政治学研究科（教授）

大村 敦志
東京大学大学院法学政治学研究科（教授）

水町 勇一郎
東京大学社会科学研究所（准教授）

東北大学大学院法学研究科（教授）

水野 紀子

少子高齢化をめぐる
国家と私的領域

研究活動
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　このプロジェクトは、海外の協力者を含む全体会合を定期的に開催し、集中的な意

見交換を行います。その際に可能な限り国際学会等での分科会も開催し、中間的成果

を発表して、プロジェクト外からインプットを得るようにします。

　2009 年度は、9 月にブレーメン大学およびハンザ先端研究所と連携して公開シン

ポジウムと集中研究会を実施しました。また 3 月にソウル大学日本研究所と共催で

国際シンポジウムを開催しました。

　さらに、サードセクター、社会的経済に関する調査として、9 月にイタリアとイギ

リスのコミュニティ・ビジネス、協同組合、社会的協同組合などを訪問し、聞き取り

調査を行いました。

　2010 年度は、引き続き定期的な全体会合を開催し、研究成果をまとめる予定です。

　このプロジェクトは、「生活保障システム」と「社会的排除」というアプローチを

通じて、日本、韓国、ドイツ、スウェーデンを主な対象に、比較ジェンダー分析を行

います。

　およそ 1970 年代の半ば頃から、経済はますますグローバル化し、先進工業諸国

を中心として、サービス業の比重が拡大したり、製造業の生産拠点が国外に移転した

りという動きが進んできました（ポスト工業化）。そのなかで、資本主義のあり方も

一様ではなく、「自由主義的な市場経済」と「調整された市場経済」に大別されると

いう、「多様な資本主義」論が展開されています。一方、従来のような福祉国家を基

軸とする生活保障システムは手詰まりに陥ったといわれています。新しく浮上してき

た社会的リスクに福祉国家が対応できず、多くの人々にとって、生活と社会参加が困

難であるという「社会的排除」が広範に現れているのです。

　このような状況を背景に、このプロジェクトは、多様な資本主義論において調整さ

れた市場経済と特徴づけられる諸国から、上記の 4 カ国を主な対象として、貧困、失業、

雇用の非正規化、次世代育成の困難などの社会的排除の実相、および排除を克服する

ために生活保障システムに導入されている改革の動向を明らかにしていきます。また、

生活保障に役立つ制度・慣行として社会的経済ないしサードセクターに着目します。

コミュニティ・ビジネス、協同組合、共済組合、社会的協同組合や社会的企業などを

含む社会的経済が、経済全体に占める比重や、その生活保障機能（雇用創出効果、労

働市場挿入効果、地域経済波及効果を含む）について、イギリス・イタリアも含めて、

現地調査などの方法で調査研究を進めていきます。

社会的排除を克服するべく
生活保障システムに導入されている改革の動向は？

貧困、失業、雇用の非正規化、次世代育成の困難などの
社会的排除の実相は？

Karen SHIRE
デュースブルグ大学

比較社会学・日本社会学科（教授）

Karin GOTTSCHALL
ブレーメン大学社会政策研究センター（教授）

Margarita ESTÉVEZ-ABE
シラキューズ大学

マックスウェル・スクール（准教授）

宮本 太郎
北海道大学大学院法学研究科（教授）

金 英
釜山大学校社会学部（助教授）

相馬 直子
横浜国立大学大学院

国際社会科学研究科（准教授）

高松 香奈
東京大学社会科学研究所（特任助教）

金井 郁
埼玉大学経済学部（講師）

福士 正博
東京経済大学経済学部（教授）

田中 夏子
都留文科大学文学部（教授）

櫻井 勇
JA総合研究所（主席研究員）

栗本 昭
生協総合研究所（主任研究員）

山口 浩平
生協総合研究所（研究員）

今井 貴子
成蹊大学法学部（助教）

朴 姫淑
旭川大学

保健福祉学部保健看護学科（専任助教）

成 垠樹
東京大学大学院博士課程単位取得退学

東京大学社会科学研究所（教授）

大沢 真理
−グローバル知識経済と社会的排除の諸相−

生活保障システムの
比較ジェンダー分析

　家族変動・家族政策・計量分析に関する文献を収集し、分析課題を絞り込むとともに、

既存データを利用しての予備的分析、昨年度実施の「第 3 回全国家族調査」（NFRJ08）

の回収状況を中心に、家族調査の技術上の問題点の検討をおこないました。また 8

月には他の 2 プロジェクトと共同で国際セミナー "Gender Equality in Multicultural 

Societies: Gender, Diversity and Conviviality in the Age of Globalization" を開催

しました。2010 年は、NFRJ08 データが利用可能になるのを待って本格的な計量分

析を開始します。具体的な分析課題はメンバーの自主性にゆだねますが、適宜研究会

を開催し、課題設定、分析方法、結果から導かれる政策的含意などについて討議を重

ねます。分析結果については、学会大会等での発表、Discussion Paper や機関レポ

ジトリでの公表のほか、国際的な学術雑誌への投稿を積極的にすすめます。

　本プロジェクトは、ミクロデータによる計量分析を中核として、現代日本社会にお

ける家族変動を科学的にとらえ、家族に関する政策の立案と評価に寄与することをめ

ざします。現代社会では、家族をターゲットとする明示的な政策が存在する一方、さ

まざまな分野で事実上「世帯」を単位として制度が設計されており、家族のあり方

は、政策の前提としても機能しています。しかし、従来の計量的な家族分析は、社会

学的な理論に基づいて家族の実態を把握することに主眼があり、法あるいは政策との

関連を意識した研究はあまりおこなわれてきませんでした。本プロジェクトにおいて

は、法学および社会政策学を専攻する研究者と社会学を専攻する研究者との密接な協

力により、本 GCOE プログラムの研究課題である「ジェンダー平等」「少子高齢化社

会」「多文化共生」に関する政策的な問題について学際的な観点から接近します。具

体的な分析課題としては、(1) 標準的ライフスタイルを前提とする制度と多様化する

家族の実態との乖離、(2) 経済的格差と家族構造の関係、(3) 夫婦間の経済的依存と

性別役割分業、(4) 家庭における暴力・虐待傾向の発生メカニズム、(5) 親族サポート・

ネットワークのひろがり、(6) 家族の形態と機能に関する規範意識の動態、などがあ

げられます。

　中心となるミクロデータは、日本家族社会学会による日本全国の確率標本による大

規模調査「全国家族調査 (National Family Research of Japan: NFRJ) です。1998

年度、2001 年度、2003 年度に行われた調査のデータは東京大学社会科学研究所「SSJ

データアーカイブ」を通じて利用可能になっています。2008 年度にも同規模の調査

(NFRJ08) を実施しており、そのデータをあわせてこの 10 年間の家族変動を追跡す

ることができます。

家族は、不平等・従属・貧困・暴力と
どのように関連しているのか？

近代家族制度は多様化の時代に適応できるか？

佐藤 博樹
東京大学社会科学研究所（教授）

久保野 恵美子
東北大学大学院法学研究科（准教授）

井田 瑞江
関東学院大学文学部（准教授）

稲葉 昭英
首都大学東京人文科学研究科（准教授）

金井 郁
埼玉大学経済学部（講師）

金 貞任
東京福祉大学社会福祉学部（教授）

澤口 恵一
大正大学人間学部（准教授）

施 利平
明治大学情報コミュニケーション学部

（准教授）

品田 知美
立教大学コミュニティ福祉学部 

（非常勤講師）

嶋崎 尚子
早稲田大学文学学術院（教授）

島 直子
明治学院大学社会学部（非常勤講師）

鈴木 富美子
淑徳大学総合福祉学部（非常勤講師）

田中 慶子
家計経済研究所（研究員）

田渕 六郎
上智大学総合人間科学部（准教授）

土倉 玲子
北海道文教大学外国語学部（非常勤講師）

筒井 淳也
立命館大学産業社会学部（准教授）

永井 暁子
日本女子大学人間社会学部（准教授）

西野 理子
東洋大学社会学部（准教授）

西村 純子
明星大学人文学部（准教授）

福田 亘孝
青山学院大学社会情報学部（教授）

松信 ひろみ
駒澤大学文学部（准教授）

保田 時男
大阪商業大学総合経営学部（准教授）

東北大学大学院文学研究科（准教授）

田中 重人

少子高齢化社会の家族変動：
ミクロデータ分析によるアプローチ

研究活動
研究活動
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Key questionsKey questions

研究の目的と方法

1
2

研究活動

研究組織

　2008 年度中に参加メンバーが各自分析に取り上げるデータセットを確定し、

2009 年度からは具体的な分析に入りました。2009 年度には、総務省統計局の「就

業構造基本調査」の再分析を行い、他のデータ分析と合わせて、2010 年度中に中間

的な研究成果を取りまとめます。企業における WLB 支援の現状や課題の理解に関し

ては、東京大学社会科学研究所が民間企業と共同で実施しているワーク・ライフ・バ

ランス推進・研究プロジェクトと密接な情報交換をしております。具体的には、ワー

ク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクトの成果報告会（2008 年度、2009 年

度）を本プロジェクトと共催で行いました。

　本プロジェクトでは、企業におけるワーク・ライフ・バランス支援と男女雇用機会

均等施策の２つの課題を取り上げ、現状、両者の関係および効果などに関して国際比

較を含めて実証的に研究を行います。

　「ワーク・ライフ・バランス支援」は、出産や育児や介護などライフイベントがあっ

ても仕事を続けることができる働き方や仕組みがあるかどうかを、「均等」は、性別

にかかわらず、意欲や能力に応じて活躍できる企業であるかどうかを意味します。企

業の人材活用の実態を「均等」と「ワーク・ライフ・バランス支援」のそれぞれの実

現度で測定すると、4 つの類型に分かれます。均等法が成立した当初は、男性と同じ

ように意欲や能力のある女性が、男性と同じキャリアを歩めるようにすることにその

主たる目的がありました。しかし女性の活躍の場を拡大していくためには、「均等」

と同時に、「ワーク・ライフ・バランス支援」を充実することが不可欠なのです。「均

等」が実現していても、「ワーク・ライフ・バランス支援」が不十分な企業では、男

女役割分業を前提とした男性の働き方を前提にするのではなく、それを変えて行くこ

とが必要となります。「ワーク・ライフ・バランス支援」を実現するためには、実は、

男性の働き方を見直すということが鍵となり、そのためには、仕事の仕方や管理の仕

方を変えることが不可欠になります。

　研究方法は、東京大学社会科学研究所の SSJ データアーカイブや海外のデータアー

カイブが所蔵するデータセットおよびプロジェクト参加者が利用可能なデータセット

を再分析することによって、企業による WLB 支援策および雇用機会均等施策の企業

経営、人材活用、職務行動、女性の活躍の場の拡大などへの影響や、WLB 支援およ

び雇用機会均等を実現できる労働時間管理・仕事管理などマネージメントのあり方を

実証的に明らかにすることを目指します。

WLBと雇用機会均等は、人材活用 （Human Resource
Management）にプラスの効果をもたらすものか？

WLBと雇用機会均等は両立できるのか？

不破 麻紀子
東京大学社会科学研究所（助教）

田中 重人
東北大学大学院文学研究科（准教授）

永井 暁子
日本女子大学人間社会学部（准教授）

田中 慶子
家計経済研究所（研究員）

水落 正明
三重大学人文学部（准教授）

筒井 淳也
立命館大学産業社会学部（准教授）

中村 真由美
富山大学大学院経済学研究科（講師）

朝井 友紀子
慶応義塾大学大学院

経済学研究科後期博士課程

原  ひろみ
労働政策研究・研修機構（副主任研究員）

東京大学社会科学研究所（教授）

佐藤 博樹

企業の人材活用におけるワーク・ライフ・
バランス（ＷＬＢ）支援と男女雇用機会均等
施策の効果に関する実証的研究
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本 GCOE プログラムは、若手人材の育成を最重要目標と位置付けています。若手人材育成

の主なプログラムとしては、クロスナショナル・ドクトラル・コース（CNDC）、GCOE フェ

ロー、RA の 3 つがあります。

クロスナショナル・ドクトラル・コース(CNDC)

　東北大学大学院法学研究科と海外パートナー

機関が共同で学生の指導にあたる博士課程です。

　CNDC に登録した学生は、3 年間の博士課程

の中の少なくとも 1 年間は国外の機関で履修し、

原則として 3 年間の課程を経て、東北大学と海

外パートナー機関の双方に博士論文（原則とし

て英語）を提出して、両機関から博士の学位を

取得すること（ダブルディグリー又はジョイン

トディグリー）を目指します＜図 1 参照＞。

　CNDC では、学生が全課程を英語で履修する

ことも可能なようにカリキュラムが組まれてい

ます。

　CNDC に登録する学生は、国外で履修する間、

安定した条件の下で研究に専念できるよう、RA

として採用されます。

　CNDC のひとりひとりの学生に対して、東

北大学大学院法学研究科・海外パートナー機

関のそれぞれから 1 名ずつ計 2 名の指導教員

（supervisors）が、緊密な連携を取りながら、

研究指導・論文指導を行います。又、　ポスト

クの若手研究者から選抜された特任フェローに

よる定期的な個人指導（テュートリアル）も行

われます。

　東北大学と共同して CNDC の実施にあたる海

外パートナー機関としては、現在までのところ、

＜図 2 ＞にある 6 つの機関が確定しています。

　今後、なおいくつかの機関が海外パートナー

機関として加わることが予定されています。

　2009 年 10 月に、シェフィールド大学（英

国）、エコル・ノルマル・シュペリュール（ENS-

LSH、フランス）、リヨン第 2 大学（フランス）、

清華大学（中国）の博士課程の学生計 9 人を、

東北大学大学院法学研究科後期 3 年の課程（博

士課程）に受け入れ、現在、この 9 人の学生は、

来年 9 月までの 1 年間の滞在予定で仙台におい

て研究に従事しています。今後、2010 年 4 月

から、リヨン第 2 大学、清華大学、中国社会科

学院の博士課程の学生 4 人を東北大学博士課程

に受け入れることが確定しており、また、上記

の機関にオタワ大学を加えて、博士課程の学生

を対象に、2010 年 1 月に、2010 年 10 月入

学の学生約 5 名の募集を開始しました。その一

方で、2010 年秋からは、東北大学法学研究科

後期 3 年の学生の海外パートナー機関の博士課

程への派遣も始まる予定です。

クロスナショナル・
ドクトラル・コースとは

学生に対する支援

学生の指導体制

海外パートナー機関

学生募集状況

人材育成

海外パートナー機関
博士課程の学生

海外パートナー
機関で履修

東北大学
博士課程の学生

海外パートナー
機関で履修

海外パートナー
機関で履修

東北大学

CNDCの履修モデル

CNDCの国際共同実施体制

A:シェフィールド大学
B:エコル・ノルマル・シュペリュール（ENS-LSH）
C:リュミエール・リヨン第2大学

D:清華大学
E:中国社会科学院
F:オタワ大学

A

B C
D E

F

クロスナショナル・
ドクトラル・コースとは

学生に対する支援

実施状況

学生に対する指導

海外パートナー機関

図 1

図 2

博士論文演習 A 比較憲法演習Ⅰ

博士論文演習 B ヨーロッパ政治史演習Ⅱ

ジェンダー・多文化共生論 国際関係論演習Ⅰ

Japan in the World 国際関係論演習Ⅱ

2009 年度履修科目（例）

27 28

Ⅲ
人
材
育
成



「ジェンダー・多文化共生論」
この授業は、主として CNDC に在籍する学生を対象として、ジェンダー平等と多文化共生に関する研究の最前線

について、オムニバス形式によって第一線の研究者とその成果を共有する場を設けることを狙いとしています。

今年度の各回の内容は以下の通りです。

【 第１回 】

大西仁教授（東北大学）

戸澤英典准教授（東北大学）

ガイダンス

【 第２回 】

辻村みよ子教授（東北大学）

“Law and Praxis for a Gender-Equal Society 
in Japan: The Purpose of GCOE ‘Gender 
Equality and Multicultural Conviviality in the 
Age of Globalization”

【 第３回 】

大沢真理教授（東京大学） 

“Challenges to the Livelihood Security 
System in Japan from a Gender Perspective”

【 第４回 】

近藤敦教授（名城大学）

“Legal System for Foreign Residents in 
Japan: Comparison with Western Countries”

【 第５回 】

J. F. MORRIS 教授（宮城学院女子大学）

“Multicultural Policy in Miyagi Prefecture: 
The Formulation of Multicultural Policy in/for 
an Area of Scattered Residency and What it 
Can and Cannot Achieve”

【 第６回 】

Glenn D. HOOK 教授（シェフィールド大学）

“Japan in the World”

【 第７回 】

金善旭教授（梨花女子大学）

“Gender Equality Policies in Korea”

【 第８回 】

武田宏子准教授（シェフィールド大学） 

“The Pol i t ical Value of Family Meals:             
New Technologies of Food Governance and 
the Family in Japan”

【 第９回 】

Elena DINGU-KYRKLUND 氏（ストックホルム大学）

“Migration and Immigrant Integration Policy 
in Swede: from Legal Provisions to Practice”

Linus KYRKLUND 氏（スウェーデン政府民族差別オンブズマン）

“Equality in Sweden: A Long and Winding 
Road”

【 第 10 回 】

Maria Rosario PIQUERO-BALLESCAS 教授（東洋大学）

“Multiculturalism and Gender Equality: Focus 
on Japan and the Philippines”

［CNDC プログラムに参加した理由］

■ CNDC 学生インタビュー

［CNDC プログラムに参加した理由］

　2 つの点において魅力的だと思います。まず、ダブル・ディグ

リーというコンセプトそのものです。博士課程を無事に修めたら、

自分の出身大学であるシェフィールド大学と東北大学の法学研究

科から博士号を与えられるのです。第二は、このプログラムでは、

東北大学とシェフィールド大学が参加しているだけなく、フラン

スや中国の大学、さらに東京大学社会科学研究所、また韓国やそ

の他の世界の様々な研究施設や研究者がこのプログラムに取り組

んでいる点です。様々な分野の専門家に容易にアクセスできるこ

とは、非常に貴重なことです。

　東北大学は有名な大学なので、前から知っていました。このプ

ログラムがとても魅力的なので、卒業を 1 年延ばすことにしまし

た。このプログラムで最も魅力なのは、本当の意味でグローバル

な授業に出席できるということです。他の国の学生たちと交流し、

同じ課題について異なる文化背景の観点からの意見を聞くことが

できます。これは私の研究にとって非常に有益なことです。

［研究テーマについて］

　私の研究は、ジェンダーと宗教の社会学を結びつけるものです。

この研究の目的は、宗教団体の自発的活動への女性の参加を分析

することです。これは社会活動が日本の社会における女性の関与

と解放を増加させるか否かを考察するものです。事例研究として、

19 世紀末に形成された新宗教と呼ばれている 3 つの宗教団体を

扱います。

クロスナショナル・ドクトラル・コース（CNDC）の開始
このプログラム（クロスナショナル・ドクトラル・コース）は、東北大学法学研究科と海外パートナー機関が共同

で運営する博士課程です。2009 年 10 月から 9 名の学生が参加しています。

Paola CAVALIERE
シェフィールド大学（英国）
国籍：イタリア

Kamila SZCZEPANSKA
シェフィールド大学（英国）
国籍：ポーランド

陳 浩（CHEN Hao）
清華大学（中国）
国籍：中国
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［研究テーマについて］

［研究テーマについて］

［日本滞在中にやりたいことは］

　私は修士課程のころから日本のブラジル人コミュニティを研究

しています。特に、日本のメディアと在日ブラジル人メディア

で、ブラジル人コミュニティがどのように描写されているかを探っ

ています。彼らの表現の仕方や描写のされ方の研究を通して、外

国人やグローバル化に対する日本の社会の態度を調査しています。

この研究を通して、日本人が、このグローバル化時代にどう対応し、

多文化共生をどう考えているかを明らかにしたいと思います。

　私の研究の中心的概念は、近代国家とナショナリズムであり、

研究は3つの部分から成り立っています。第一は、近代国家形成の

マクロ構造とナショナリズムであり、典型的な理論であるマルク

ス主義、近代主義、機能主義を分類しようという試みです。第二は、

近代国家形成の動機としてのナショナリズムです。第三は、1970

年代以降近代国家とナショナリズムを浸食させたり変化させたり

する今日のグローバリゼーションの考察です。

　まず、とくに東京、とりわけ国立公文書館や防衛研究所図書館

等で多くの一次資料を集めたいと思っています。その一次資料が

私の研究の柱となります。また、私の研究分野の専門家にも会い

たいです。東北大学の日本語の授業に参加することも私の研究に

とってとても有益なことです。最後に、私は仙台で空手を習って

いますが、仙台には非常にすばらしい道場があるので、ここで空

手を練習するのはとても良い機会です。

Pauline CHERRIER
リヨン第 2 大学（フランス）
国籍：フランス

Sven MATTHIESSEN
シェフィールド大学（英国）
国籍：ドイツ

于 福堅（YU Fujian）
清華大学（中国）
国籍：中国

■ CNDC 学生インタビュー

［日本滞在中にやりたいことは］

［将来について］

［将来について］

　研究については、たくさん書物を読み、情報もたくさん揃いま

した。今後は、情報を処理し、執筆作業を始めていきたいと思い

ます。今年は論文に集中する重要な１年となります。仙台での生

活は良い機会です。ここは、静かで落ち着けるので、集中できます。

それに東北大学には総合科学技術会議のメンバーが多いので、イ

ノベーション政策に関係している人の意見を聞くことができます。

それに何のために博士号を取得し、その後どうするかなど将来の

ことも考えないといけません。

　東北大学での CNDC プログラム修了後、まずはフランスに戻っ

て、PhD を終わらせます。その後どうするかは、わかりません。

日本に帰国するか、フランスに残るか、または違う国へ行くかも

しれません。将来どういう仕事に就くかは決めていませんが、国

際組織で働くのが合っているかもしれません。東北大学での１年

が将来の道を見つけるのに、役に立つことを期待しています。

　私の将来の進路については色々と考えています。マスコミや公

務員の仕事もあり得る進路です。しかし一番の希望は、中国の有

力大学で教鞭をとることです。有力大学で研究を続けられたらと

思います。どんな職に就いたとしても、日本と中国の文化交流の

推進に尽力したいと思います。

Baptiste KUMALA
ENS － LSH（フランス）
国籍：フランス

劉 超（LIU Chao）
清華大学（中国）
国籍：中国

服部 晶（HATTORI Akira）
リヨン第 2 大学（フランス）
国籍：日本

■ CNDC 学生インタビュー
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GCOEフェロー

RA

ジェンダー平等と
多文化共生研究センター

一番町分室

　優秀で意欲的なポスドク、又は、それに相当

する若手研究者を、世界から公募して、半年か

ら１年間の任期（延長も可能）でフェローに採

用します。多くのフェローが恵まれた条件の下

で、東北大学において、本 GCOE のテーマに関

わる研究に従事し、世界で活躍する指導的人材

へと飛躍することを期待しています。

　本 GCOE のテーマに関わる研究を行ってい

る東北大学の博士課程の学生の中から、毎年度、

研究実績に基づき RA を選抜し、更なる優れた研

究成果を着実に挙げられるよう力強く支援します。

　この施設にはジェンダー平等・多文化

共生に関する豊富な資料の所蔵のほか、

パソコン等の研究環境を整え、グローバ

ル COE のフェローやポスドクが研究の

拠点としています。また、学生も自由に

利用可能となっています。

　メンバーリスト

紀　　　　　萌 東北大学大学院法学研究科

研究支援者（GCOE フェロー）

于　　　福　堅

Paola CAVALIERE

河　北　洋　介

木　村　　　元

Baptiste KUMALA

Pauline CHERRIER

Kamila SZCZEPANSKA

竹　田　香　織

陳　　　　　浩

服　部　　　晶

牧　　　真理子

Sven MATTHIESSEN

劉　　　　　超

茂　木　洋　平

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

日本学術振興会特別研究員

王　　　冷　然 東北大学大学院法学研究科

GCOE 特任フェロー

GCOE フェロー

リサーチ・アシスタント

阿　部　智　洋

安　藤　純　子

木　村　隆　人

佐々木　菊　恵

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科

東北大学大学院法学研究科
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